
不動産IDのルールについて （案）

IDを付す単位 IDのルールの方向性 登記の単位と不動産番号

土地 筆ごと 不動産番号(13桁)＋0000（４桁） 筆単位で、登記記録・不動産番号が存在

建物
(戸建て) 建物全体 不動産番号(13桁)＋0000（４桁） 建物単位で、登記記録・不動産番号が存在

建物
（商業用建物
等）

フロアごと
不動産番号(13桁)＋階数の数字（４桁）

［詳細は２ページ］

非区分所有建物の場合、建物全体で一つの登記記録・不動
産番号が存在。区分所有建物の場合、各専有部分単位で登
記記録・不動産番号が存在。

建物

(非区分所有)

取引単位(部屋)ごと （居住用建物）不動産番号(13桁)＋部屋
の数字（４桁）を追加［詳細は３ページ］

建物全体で、一つの登記記録・不動産番号が存在

→賃貸等の不動産取引の対象となる、部屋ごとやフロアごとの
登記記録・不動産番号は存在しない建物全体 不動産番号(13桁)＋0000（４桁）

区分所有建物

取引単位(部屋等)ごと
（居住用建物)不動産番号(13桁)＋0000
（４桁）

各専有部分(各部屋)単位で、登記記録・不動産番号が存在

→建物単位での登記記録は存在するものの、建物単位での不
動産番号は存在しない。

※登記情報のうち建物全体の識別に資すると思われるもの：
建物の所在土地の不動産番号、建物名、構造、各階の床
面積、所在地番

建物全体
建物が建つ土地の不動産番号(13桁)＋建物
を表す符号（４桁）

［詳細は４ページ］
1

不動産の類型にかかわらず、不動産番号（13桁）に特定コード（４桁）を加えた17桁の番号を不動産IDとして使用。
• 特定コード４桁は、不動産番号だけでは不動産を特定できない場合に付すこととし、それ以外は「0000」を入力することとする。
• 特定コードを要する不動産は、商業用建物の各フロア及び非区分所有のうち居住用建物の各部屋。
• 区分所有建物の建物全体は、対応する不動産番号が存在しないため、その建物が建つ土地の不動産番号13桁をIDとして使用

し、更に特定コードに「建物」であることを表す符号を付すこととする。

資料２



商業用建物等のフロア別のIDルール案 （賃貸オフィス等）

例①：不動産番号が［1234567890123］である賃貸オフィスの25階のドア番号［2503］

［留意点］
○部屋番号、ドア番号、区画番号などにより特定できる可能性がある場合であっても、これらについての記述は省略する。

○非区分・居住用のマンションについて、オフィスとして賃貸する場合は、「居住用建物のルール」にしたがって記載する。

○分譲マンションとオフィス・商業施設の複合施設などで、オフィス・商業施設部分が一体として区分登記されている場合も、このルールを適用する。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ー０B０1 
不動産番号13桁

例②：不動産番号が［1234567890123］である商業施設の地下１階の区画番号［B103］

(案) ・オフィスや商業施設などでは、利用形態に応じて賃貸するフロアの広さ、形状等を変更することも多くあることから、部屋ごとに特
定するのではなく、当該建物の何階部分であるかまでを特定するルールとするため、建物の不動産番号13桁に加えて、特定
コードとして階層コード２桁＋階数２桁の計４桁を記載する。

・階層コードは地上階の場合は「00」、地下階の場合は「０B」、階と階の間の中間階の場合は「０M」、地下の中間階の場合は
「BM」とする。また、階数は右詰で記載する。例えば２階であれば「02」となる。

階数2桁(右詰)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ー００２５
不動産番号13桁 階数2桁(右詰)階層コード

（地上階）

階層コード
（地下階）

例③：不動産番号が［1234567890123］である商業施設の地下中２階の店舗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ー BM０2 
不動産番号13桁 階層コード

（地下中間階）
階数2桁(右詰)
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非区分所有・居住用建物のIDルール案 （賃貸マンション・アパート等）

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3ー 0 2 0 3 
不動産番号13桁 部屋番号4桁(右詰)

非区分所有の部屋別のIDルール案

例①：不動産番号が［1234567890123］である賃貸マンションの［203号室］

［留意点］
○表札等の表記に、ローマ数字、英文字（小文字）、平仮名・片仮名・漢字等の、アラビア数字及び英文字（大文字）以外の表記が含まれる場合、アラ

ビア数字部分のみをIDとして記載。

○「A棟」などの棟番号の表記や、A1101のように棟番号(A)が表札等の部屋番号に付されている場合には、棟番号は省略。

※原則として棟ごとに登記がなされていることから、不動産番号も棟ごとに存在する。

○棟番号を省略すれば、一般に部屋番号の桁数は４桁で足りるのではないか。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ー0 0 ２C 

例②：不動産番号が［1234567890123］である賃貸マンションの［A棟2階A2C号室］

(案) ・一般的には部屋ごとに賃貸等が行われることを踏まえて、部屋番号まで特定するルールとするため、建物の不動産番号13桁に
加えて、特定コードとして部屋番号４桁を記載する。

・部屋番号部分については、アラビア数字のほか英文字（大文字）が使用されている事例も少なくないこと及び一意に部屋を特
定し、表記ぶれをなくすという観点から、アラビア数字及び英文字（大文字）のみを記載する。

・部屋番号に、棟番号を表す表記がある場合は当該表記は省略する。

不動産番号13桁 部屋番号4桁(右詰)
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［共通する論点］

○同一筆の土地に複数の区分所有建物が存在するケース：複数の区分所有建物が同一筆に存在する場合、異なる建物間でIDが同一となる。
こうしたケースとして、団地型マンションの存在があるが、こうした形態の大半は一括管理であり、区分所有建物全体に係る情報は取引情報ではな
く管理情報が中心となると考えれば、支障は生じにくいと考えられるが、何か具体的な支障は考えられるか。

○建物が複数筆にまたがって存在するケース：字界に跨っている場合や敷地が所有権及び賃借権で構成されているなどの理由で合筆できないなど、
１つの建物が複数の筆の土地に渡って建てられている場合が一定程度存在すると想定されるが、こうした場合に建物の不動産登記簿の所在欄の
先頭に示されている地番（※）の土地に係る不動産番号をIDとする取扱いにすることで何か課題はあるか。

（※）不動産登記事務取扱手続準則（平成17年2月25日 法務省民二第456号法務省民事局長通達）第88条第２項において「建物の登記記録の表題部に2筆
以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には，床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し，他の土地の地番は後に記
録するものとする。」と規定されている。

○建物の建て替えを行ったケース：土地の不動産番号は変わらないため、建て替え前後で、新旧の建物のIDが同一となるが、建替自体が数十年
に一度程度しか行われないことを鑑みれば、これによる支障は生じにくいのではないか。

区分所有建物の建物全体のIDルール案 （分譲マンション等）

（案）区分所有建物については、データベースにおける情報管理の便宜性や、修繕情報等の蓄積の観点から、建物単位でのID付与
にニーズがあると考えられるところ、建物全体のIDとして、対応する不動産番号が存在しないため、その建物が建つ土地の不動
産番号（13桁）に加えて、建物であることを示す特定コード「000B」を記載する。

例：不動産番号が［1234567890123］である土地に建築された分譲マンション

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3ー ０００B 
土地の不動産番号13桁 建物であることを示す特定コード



複数の用途が混在する場合の不動産IDのルール適用例

１～３F 店舗

４～10F
賃貸マンション＜典型的な登記の事例＞

登記は物件全体で１つ

適用される不動産IDのルール
非区分建物全体・居住用建物・商業用建物等のフロア毎の

ルールをそれぞれ適用する。

10Fの1005号室
（区分所有建物の各部屋のルールを適用）
不動産ID「1234567890123ー0000」

２Fの店舗
（商業用建物等のフロア毎のルールを適用）
不動産ID「1234567890123ー0002」

＜典型的な登記の事例＞
居住部分は各部屋ごとに区分登記され、オフィスフロア等につ

いてはオフィスフロア全体で１つの区分登記となっていることが多
い。

適用される不動産IDのルール
区分所有建物全体・区分所有建物の部屋ごと・商業用建物等

のフロア毎のルールをそれぞれ適用する。

１～３F
賃貸オフィス

４～10F
分譲マンション

建物全体（非区分建物全体のルールを適用）
不動産ID「1234567890123ー0000」

10Fの1005号室（非区分居住用のルールを適用）
不動産ID「1234567890123ー1005」

２Fのオフィス
（商業用建物等のフロア毎のルールを適用）
不動産ID「1231231231234ー0002」

建物全体（区分所有建物全体のルールを適用）
不動産ID「4564564564567ー000B」

②１棟の建物内に分譲マンションと賃貸オフィス・店舗などが存在する場合

①賃貸物件で、居住用部分と店舗用部分が存在する場合

不動産番号（1005号室）「1234567890123」

不動産番号（１～３F）「1231231231234」

不動産番号（土地）「4564564564567」

不動産番号（建物）「1234567890123」
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［参考］ 不動産登記簿の記載

【土地】 【建物 (戸建て)】
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［参考］ 不動産登記簿の記載

【建物 (区分所有)】【建物 (非区分所有の共同住宅等)】
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［参考］ 不動産登記簿の記載（区分所有建物の建物全体のIDルール案）

【建物 (区分所有) ※複数筆にまたがって存在する例】 【土地 ※建物の不動産登記簿の所在欄の先頭に示されている地番】


